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異物混入に対する基本的な考え方 

 

  

こども園給食で提供される食事は、園児への栄養及び食育の観点での配慮はもち

ろんのこと、何よりも安心して食べられる安全な食事であることが前提です。 

 こども園給食への異物混入や、それに伴う園児への健康被害を防止するために、

こども園に関わる全ての者が責任ある対策を講じるとともに、互いに情報を共有

し、連携・協力しながら、おいしく、楽しく、園児の健やかな成長を支援する給食

の実施に努めなければなりません。 

 本マニュアルの徹底により、異物混入ゼロを目指すとともに、異物の混入が発見

された際には、適切に対応することで、安全、安心なこども園給食を推進するもの

です。 

 

令和２年９月 
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第１章 食品に混入する異物について 

 

 

１ 異物の定義 

 

 異物とは、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境や取扱い方に伴って、食品中

に侵入又は混入したあらゆる有形外来物をいう。 

 ただし、高倍率の顕微鏡を用いなければ、その存在が確認できない程度の微細な

ものは対象としない。 

【厚生労働省監修｢食品衛生検査指針｣より】 

 

２ 異物混入の種別・形態別基準 

 

分類 具体的な物質 

危険物 

喫食することにより、

生命に深刻な影響を 

与える異物 

ガラス片、金属片、針、鋭利なプラスチッ

ク、薬品類（食器用洗剤等）等 

喫食することにより、

健康への影響が大きい

と思われる異物 

衛生害虫（ゴキブリ、ハエ等）、ねずみの

糞、異常な変色や異味異臭、カビ等 

非危険物 

異物自体は不快であ

り、衛生的ではないが、

健康への影響が少ない

と思われる異物 

毛髪、繊維、ビニール片、植物の皮や殻、

衛生害虫以外の虫（羽虫・幼虫等）等 

原料由来物 卵の殻、食肉の鋭利な骨、貝殻等 

 

※原則として、原料由来物である魚の骨や果物の種・皮、食品の変色部分（パンの

焦げ等）等は｢異物｣に含まない。ただし、形状や大きさによって、怪我の恐れが

あると思われる場合は、異物と同様に扱う。 

※異物の判断が困難な場合は、保育こども園課に確認する。 
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第２章 異物混入の防止対策について 

 

 

１ 納入時の衛生管理 

納入業者には、異物混入防止に関する注意喚起及び協力依頼を行う。 

・機器等のねじのゆるみ、刃物や容器等の欠損がないかを確認する。 

 ・異物混入につながるクリップ、マグネット、ボールペン等の使用は必要最低限

にとどめ、それらの使用数の確認を行う。 

・納品物資は、破れにくいビニール袋に余裕をもって入れる。また、納入前、納

入時に、異物混入や品質の劣化等がないか検収する。 

・温度管理の必要な食材については、その温度を守り、細心の注意を払う。 

 

 

２ 調理室の対策 

【衛生・安全管理体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 身支度 

ア 調理員は、清潔な白衣を着用し、頭髪はすべて帽子の中に入れる。粘着ロ

ーラーなどを使って白衣の表面の毛髪・ほこり等を完全に除去し、複数の職

員で相互に確認をする。 

  イ 調理室へ持ち込むもの（クリップやボールペン等）は必要最低限にとど

め、使用数の確認を行う。また、鉛筆やシャープペンシルの使用を禁止す

る。 

  ウ 装飾物のついた衣服やアクセサリー類は身に着けない。糸くずなどのほつ

れやボタン類は随時確認を行う。 

  エ 調理室から別室（休憩室等）へ移動する際は、白衣や帽子を外し、再度調

理室へ入室する際は、アを徹底する。 

 

確認・助言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告・提言 

こ

ど

も

園

長 

調

理

従

事

者 

・施設や設備の衛生管理 

・施設や設備、機械器具類の保守点検 

・ねずみや昆虫等の防除 

・使用水の衛生管理 

・廃棄物の衛生管理 

・調理従事者の衛生教育、衛生管理 

・食品等の衛生的な取扱い 

・事故発生時の対応 
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(2) 調理室の点検 

ア 調理室及び下処理室は、関係者以外の立入りを禁止する。 

イ 調理室内は、常に整理整頓を行い、「衛生管理等チェック表（参考資料

１）」に従って、調理前後に点検及び記録を行う。 

ウ 調理員は、毎日作業開始前・作業終了後に調理機器等の点検を実施し、部

品の脱落や刃こぼれ、ねじのゆるみがないか等を確認する。 

エ 調理器具に破損や劣化が見られた場合は使用を中止するとともに、速やか

に園長に報告し、交換等の適切な処理を行う。 

オ 消毒薬、洗剤等が混入することがないように、内容物については明記し、

適切な場所に配置する。 

 

 

(3) 調理作業における遵守事項 

ア 調理機器等の使用前後に、機器等を点検し、部品の脱落や刃こぼれ、ねじ

のゆるみがないか等を確認する。 

  イ 下処理及び調理のすべての工程は、複数の調理員による目視確認を徹底

し、異物の混入や異常を発見した時は、速やかに園長に報告する。 

ウ 調理機器は、適正な取扱い方法以外で利用しない。 

エ 食材の袋やパックを開封した際は、切れ端、乾燥剤、内蓋等を適切に分類 

し、調理終了時に処分する。 

オ ビニール袋に入っている食材をはさみで切って開封する際は、切れ端が 

出ないよう二度切りをしないほか、最後まで切り落とさない。また、シール

の貼付部は切らない。 

カ 野菜・果物を洗う場合は、流水の中で３回洗浄（葉物野菜は一枚ずつはが

しながら洗浄）し、複数の職員による目視確認を徹底する。 

キ 瓶や袋入りの調味料については、ボールに移し替えて使用する。 

ク 加工食品などを使用する際は、直接ほかの食材と混ぜ合わせる前に別の容

器へ移し、異物の混入がないか目視確認し、ほぐす等をしてから使用する。 

ケ 和え物を作成するときは、食材の水気を切るために絞り、丸くまとまった

具材をほぐす等、中身に異物の混入がないか最終確認しながら和える。 

 

 

(4) その他 

ア 園長は、給食が開始される前に検食を行い、異物の混入、異臭の有無等を

確認し、異常があった場合は原因が分かるまで配膳を開始しないこと。 

イ 園長が不在の場合は、副園長と読み替える。 
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３ 保育室の対策 

 

(1) 身支度 

ア 配膳前の手洗いを徹底する。 

  イ 配膳専用のエプロン等を着用し、使用前後の保管場所を決めておく。 

ウ 手指のケガを絆創膏などで処置している場合は、専用の手袋をする。 

 

 

 (2) 保育室の点検 

ア 毛髪、ほこり等がないように配膳台を清潔にし、衛生的な環境（清潔な状

態）を確保及び維持する。 

イ 配膳器具・食具などに破損や汚れがないか目視確認する。 

 

 

(3) 配膳及び食事中の留意事項 

ア 配膳の際は、異物がないか目視確認する。 

イ 配膳器具は適正に取り扱う。 

ウ アルミホイルやビニール袋等に入った食品は、子どもの発達に応じて言葉

かけや保育教諭が取り除いて配膳するなどの配慮をする。 

  エ 食事中も、子どもの口の動きや表情を見ながら、異物混入などの異常がな

いかを確認する。 

  オ 食器や食具などの破損がないかを確認する。 

 

 

(4) その他 

  ア 配膳・食事中に異物の発見などの異常を確認した場合は、速やかに園長に

報告する。また、他クラスにも連絡して配膳及び食事を一時中断し、園長の

判断を仰ぐ。 

イ 園長が不在の場合は、副園長と読み替える。 
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第３章 異物混入があった時の対応について 

 

 

１ 調理工程で異物が発見された時の対応 

 

 (1) 危険物 

  ア 検収時、調理前に発見した場合 

   ・異物を取り除いて使用する。ただし、毒物や危険異物が多数混入して取り

除くことができない場合は、交換又は使用を中止する。 

   ・必要に応じて当該食材の交換を手配する。異物混入の状況を把握した上で

食材納入業者に連絡し、原因究明と再発防止を申し入れる。 

  イ 調理中、配缶中に発見した場合 

   ・原則提供中止。ただし、原因が特定でき、他の献立や食品への混入の可能

性がない場合は、その献立や食品のみ提供する。 

   ・包丁や裁断機の刃などの欠けがあり、その破片が発見できない場合は、混

入の可能性のある食材の交換又は使用を中止する。 

   ・異物混入の状況を把握した上で食材納入業者に連絡し、原因究明と再発防

止を申し入れる。 

  ウ 保育こども園課への報告 

    園長は、交換や使用中止、提供中止と判断した場合、速やかに保育こども

園課に報告する。取り除いて使用した場合は、当日中に保育こども園課に報

告する。 

  エ 保育こども園課の対応 

   ・必要に応じて当該食材の交換を手配する。 

   ・園からの報告を受け、園と保育こども園課が協議の上、調理中の取扱いに

原因があると判断した場合は、調理従事者（調理業務委託園の場合は調理業

務委託業者）に再発防止を指導する。 

・食材納入業者から報告を受けた場合（園を経由した場合も含む）は、園か

らの申入れと併せて、再発防止を再度申し入れる。 

 

 

 (2) 非危険物、原料由来物 

  ア 検収時、調理前に発見した場合 

    異物を取り除いて使用する。青果物（野菜、加工されていない果物）は再

度水洗いしてから使用する。ただし、多数混入して取り除くことができない

場合は、交換又は使用を中止する。 

  イ 調理中、配缶中に発見した場合 

    異物をその周辺ごと取り除き、目視で十分に確認して調理、配缶する。た

だし、多数混入して取り除くことができない場合は、その献立の提供を原則

中止する。 
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  ウ 保育こども園課への報告 

    園長は、交換や使用中止、提供中止と判断した場合、速やかに保育こども

園課に報告する。取り除いて使用した場合は、当日中に保育こども園課に報

告する。 

 

 

２ 配膳・喫食時に異物が混入していた場合の対応 

 

 (1) 危険物、取り除けない非危険物が混入していた場合 

  ア クラス担任等の対応 

   ・異物が発見された時は、直ちに配膳や喫食を中断し、園児の安全確認を行

うとともに園長に報告する。 

   ・異物の種類や数量、混入の状況、喫食の状況を調べて園長に報告する。教

室内での混入の可能性も確認する。 

   ・異物の写真を撮影し、可能な限り、現状保存をする。 

  イ 園長の対応 

   ・異物の種類や混入状況から、中止又は継続を判断する。 

   ・異物が混入した献立の提供は原則中止するが、原因が特定でき、他の献立

や食品への混入の可能性がない場合は、安全確認ができた献立や食品のみ提

供する。 

   ・園児が異物を口にした場合、当該園児の健康状態を確認し、状況に応じて

病院への搬送と警察への通報を行う。 

  ウ 保育こども園課への報告 

   ・園長は、異物が発見された際の状況や対応について、撮影した写真ととも

に、保育こども園課に報告する。 

   ・異物混入により、不安や不快な気持ちを抱く園児の対応が必要な場合は、

現場で適切に対応する。その後、保育こども園課に報告する。 

  エ 保育こども園課の対応 

    異物混入の状況を把握し、原因究明と再発防止策を検討する。その際は、

必要に応じて調理従事者（調理業務委託園の場合は調理業務委託業者）、食材

納入業者とともに協議する。 

 

 

 (2) 非危険物、原料由来物が混入した場合 

  ア クラス担任等の対応 

   ・異物が発見された時は、配膳や喫食を中断し、園児の安全確認を行うとと

もに園長に報告する。 

   ・因果関係がはっきりし、安全面や衛生面上問題がなければ、異物をその周

辺ごと取り除く。 

   ・内容によって異物の写真を撮影し、可能な限り、現状保存をする。 
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  イ 園長の対応 

   ・異物の種類や混入状況から、中止又は継続を判断する。 

   ・異物をその周辺ごと取り除き、目視で十分に確認して喫食する。ただし、

多数混入して取り除くことができない場合は、その献立は原則提供を中止す

る。 

 ウ 保育こども園課への報告 

    園長は、異物が発見された際の状況や対応について、撮影した写真ととも

に、保育こども園課に報告する。 

  エ 保育こども園課の対応 

    異物混入の状況を把握し、原因究明と再発防止策を検討する。その際は、

必要に応じて調理従事者（調理業務委託校の場合は調理業務委託業者）、食材

納入業者とともに協議する。 

 

 

 (3) パン、牛乳、１個のもの(※)等に異物混入があった場合 

  ア クラス担任等の対応 

   ・異物の種類や数量、混入の状況、喫食の状況を調べて園長に報告する。教

室内での混入の可能性も確認する。当該園児には、他のものと交換する。 

・内容によって異物の写真を撮影し、可能な限り、現状保存をする。 

  イ 園長の対応 

    異物の種類や混入状況から、中止又は継続を判断する。 

  ウ 保育こども園課への報告 

    園長は、異物が発見された際の状況や対応について、撮影した写真ととも

に、保育こども園課に報告する。 

  エ 保育こども園課の対応 

    異物混入の状況を把握した上で食材納入業者に連絡し、原因究明と再発防

止を申し入れる。納品後の取扱いに原因があると判断した場合は、調理従事

者（調理業務委託園の場合は調理業務委託業者）に再発防止を指導する。 

(※) １個のものとは、個包装された状態で配膳されるもの。例：ヨーグルト、

ゼリー、ソーセージ、チーズ、パン添加物、ふりかけ、のり、ドレッシング

類、個包装果物等 
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 (4) 発見時別対応一覧表 

  ア 調理室 

 

区分 検収時・調理前 調理中・配缶中 

危
険
物 

取
り
除
け
る 

取り除いて使用する 

献立は原則提供中止 

ただし、原因が特定でき、他の献立や

食品への混入の可能性がない場合は、

安全確認できた献立や食品のみ提供 

取
り
除
け
な
い 

交換又は使用中止 献立の提供中止 

非
危
険
物 

取
り
除
け
る 

取り除いて使用する 異物をその周辺ごと取り除いて提供 

取
り
除
け
な
い 

交換又は使用中止 当該献立の提供中止 

納
品
さ
れ
た
包
装
物 

（
１
個
も
の
） 

交換又は使用中止 
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イ 保育室 

 

原因となる異物 クラス担任の措置 園長の措置 

 

【危険物】 

ガラス片、金属

片、針、薬品類、

衛生害虫等 

 

【非危険物】 

毛髪、繊維、ビニ

ール片、衛生害虫

以外の虫等 

 

【原料由来物】 

卵の殻、食肉の鋭

利な骨、貝殻等 

 

納品業者の責任

に関わると考え

られるもの（パ

ン、牛乳、１個の

もの等） 

 

 

配膳や給食を中断し、

園児の安全確認をす

るとともに園長に報

告する。 

写真を撮り、異物と、

入っていた給食を保

存する。 

 

異物の入っていた食

器の配膳や給食を中

断し、園児の安全確認

をするとともに園長

に報告する。 

因果関係がはっきり

し、安全面や衛生面上

の問題がなければ、異

物とその周辺のもの

を取り除く。 

内容によって、写真を

撮り、異物と、入って

いた給食を保存する。 

 

園長に報告し、該当園

児には他のものと交

換する。 

内容によって、写真を

撮り、異物と、入って

いた給食を保存する。 
 

 

保育教諭に指示し、原因を

追究する。 

保育こども園課に報告し、

指示を受ける。 

保護者に文書等で事実と対

応を報告する。 

 

保育教諭に指示し、原因を

追究する。 

保育こども園課に報告す

る。 

状況によって、保護者に文

書等で報告する。 

 

保育教諭に指示し、保育こ

ども園課に報告する。 

 



11 

 

 (5) 異物混入発生時の対応について（フロー図） 

  Ａ 調理室で発見された場合 

 

       こども園             保育こども園課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※危険物質混入の場合…保育こども園課長から部長へ速やかに報告を行う。 

※園長が不在の場合は、副園長と読み替える。 

 

 

異物混入確認 

調理中止、現状保存、写真 

園長に報告 

給食提供の可否について判断 

・異物を除去して提供 

・混入した食材を交換して提供 

・混入した食材を使用しないで提供 

（判断に迷う場合は、保育こども園課

と協議） 

報告書の作成【参考資料３】 

翌日、調理従事者が提出 

献立の提供を中止 

代替食の検討 

（ツナ缶、春雨、フルーツ缶等） 

保護者への周知（メール、文書） 

平塚保健福祉事務所 

秦野センターの調査 

（園、保育こども園課職員で対応） 

今後の対策の強化 

職員による聞き取り、現場確認 

・関係職員への聞き取り 

・調理場の確認（混入経路等） 

 

報告（課長・部長） 

・関係機関への情報提供について検討 

報道への情報提供 

・異物の種別や混入状況の確認 

（除去可、不可） 

・全体に広がる可能性の有無 

平塚保健福祉事務所 

秦野センターに連絡 

実施する項目 

 

状況に応じて実施する項目 

（健康被害の及ぶ範囲） 

報告（市長） 

報告（議会） 
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Ｂ 保育室で発見された場合 

 

       こども園             保育こども園課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※危険物質混入の場合…保育こども園課長から部長へ速やかに報告を行う。 

※園長が不在の場合は、副園長と読み替える。 

 

 

 

異物混入確認 

直ちに給食中止、現状保存、写真 

園長に報告 

・異常時の救急車手配 

給食提供の可否について判断 

・異物を除去して提供 

・混入した食材を交換して提供 

・混入した食材を使用しないで提供 

（判断に迷う場合は、保育こども園課

と協議） 

報告書の作成【参考資料３】 

翌日、調理従事者が提出 

献立の提供を中止 

代替食の検討 

（ツナ缶、春雨、フルーツ缶等） 

保護者への周知（メール、文書） 

平塚保健福祉事務所 

秦野センターの調査 

（園、保育こども園課職員で対応） 

今後の対策の強化 

職員による聞き取り、現場確認 

・関係職員への聞き取り 

・調理場の確認（混入経路等） 

 

報告（課長・部長） 

・関係機関への情報提供について検討 

報道への情報提供 

・食べたかどうか、健康状況等の確認 

・異物の種別、混入状況の確認 

実施する項目 

 

状況に応じて実施する項目 

（健康被害の及ぶ範囲） 

報告（市長） 

報告（議会） 

平塚保健福祉事務所 

秦野センターに連絡 
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 (6) 園児及び保護者への対応 

  ア 給食献立の一部の提供を中止又は変更した場合 

   ・園児にクラス担任等を通じて中止又は変更の連絡を行う。 

   ・保護者への報告は文書（参考資料２）で、異物混入の概要、喫食中止に伴う

献立変更等について報告する。 

  イ 異物を口にした等、健康への影響が懸念される場合 

   ・園医に連絡して要医療の判断を受け、必要に応じて処置する。 

   ・異物混入の状況により必要に応じて他の園児の体調の変化にも注意し、健

康被害の有無を確認する。 

   ・異物混入のあった園児やその保護者に対しては、異物混入の事実について、

迅速かつ誠意をもって状況の説明と謝罪を行う。 

   ・医療を受けた場合は、スポーツ振興センターに災害給付の申請を行う。 

 

 

 (7) 報道機関への対応 

   報道発表の判断は、関係部署と協議の上決定する。報道発表すると判断した

場合、若しくは報道されることが想定される場合は、窓口を一本化して対応す

る。 

 

 

３ 事故・苦情等処理報告書（参考資料３）の作成 

  異物混入の事実が判明した次の日までに、「公立こども園給食業務事故・苦情処

理等報告書（参考資料３）」を調理者が作成し、園長、副園長等の決裁を経て、保

育こども園課に提出する。 

  調理業務委託園の場合は、調理業務委託業者の業務リーダー又はエリアマネー

ジャー等が事故・苦情等処理報告書を作成し、園長、副園長等の決裁を経て、保

育こども園課に提出する。 
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４ 代替食を提供する場合 

  異物混入により、園児の給食を中止した場合においても、不足する栄養量（特

にエネルギー量）を補い、午後の保育活動を円滑に行うため、代替食を提供する

必要がある。この場合の代替食は、災害時等における対応と同様とし、必要に応

じて、園に備蓄している食材を使用する。これまでに作成したことがある献立又

は作成可能な献立の例示を次のとおり挙げるので、参考とする。 

 

フルーツ缶 

・みかん缶 ・パイン缶 

・黄桃缶 ・白桃缶 

 
災害時備蓄食品等、その他 

 ・うずら卵缶 ・焼麩 ・わかめ 

 ・のりたまふりかけ ・おかかふりかけ 

 ・アルファ化米 ・その他缶詰等 

 

【乳児の代替食】 

・ハイハイン ・マンナビスケット ・アンパンマンビスケット 

・たべっこ動物ベビー ・フルーツ缶 

 

【幼児食の代替食】 

麻婆ツナコーン春雨 

 ・春雨      １ｋｇ   ・麻婆豆腐の調味料 

 ・ツナ缶     ２ｋｇ    醤油、砂糖、中華スープの素、ごま油 

 ・ホールコーン缶 １０缶 

 

パスタ（マカロニ、スパゲッティ） 

 ・マカロニ又はスパゲッティ １ｋｇ   ・調味料 

 ・ツナ缶          ２ｋｇ    コンソメの素、醤油 

 ・ホールコーン缶      １０缶    ケチャップ又はマヨネーズ等 

 

なお、乳児は、午後の午睡時間があることから、早急な対応が必要であり、お菓

子等を利用して不足する栄養量を補う。幼児は、状況に応じて給食の時間を遅ら

せることにより、代替食を提供しやすくする。 

 ※食材によっては、アレルギー（小麦、卵、乳・乳製品等）対応が必要なものも 

あるため、特定原材料の表示を確認して提供する。 
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